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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１１月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委    員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２２年８月２６日 １５時３０分ごろ 

発生場所 宮城県気仙沼市気仙沼港東南東方沖 

 気仙沼市所在の陸前御崎岬灯台から真方位１１３°２２.９海里付近 

（概位 北緯３８°４２.５′ 東経１４２°０７.５′） 

事故調査の経過 平成２２年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八福神
ふくじん

丸、９.９６トン 

 ＭＧ２－６３２０（漁船登録番号）、個人所有 

 １３.０７ｍ（Lr）×３.１４ｍ×１.００ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和５６年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 昭和５２年１１月１１日 

  免許証交付日 平成１９年４月１８日 

       （平成２５年２月８日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

本船は、船長ほか甲板員２人が乗り組み、気仙沼港東南東方沖を航行

中、平成２２年８月２６日１５時３０分ごろ、甲板員Ａが機関室後部から

の煙の噴出を認めて船長に報告した。 

本船は、船長が、煙で充満した機関室に入り、主機を停止して機関室か

ら出たとき、機関室の燃料油重力タンクと煙突の間付近で爆発的な火災が

発生した。 

船長は、海上保安部に救助を依頼し、浮きの代わりにフェンダー及びボ

ンテンを束ねて海へ投げ入れ、甲板員２人と共に海に飛び込み、１６時４

３分ごろ、付近を航行していた漁船により、救助された。 

本船は、来援した巡視船により、消火活動が行われたが、全焼して沈没

した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：平穏 

 その他の事項 本船は、船体中央部に操舵室があり、その下部に機関室が配置され、操

舵室の前部と後部は仕切られていた。 

機関室は、操舵室の前部と機関室の前部にある出入口をそれぞれ開放

し、送風機を運転していたが、機関室内の空気の流れは良くなかった。 
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 本船は、機関室中央に主機が据え付けられ、主機の各シリンダから排出

された排気が右舷側に配置された排気集合管、主機中央右舷側にある過給

機を経て煙突（以下「排気系」という。）から排出されるようになってお

り、主機右舷側船尾方上方に燃料油重力タンクが設置され、同タンクには

アクリル樹脂製油面計（以下「油面計」という。）が取り付けられていた。

本船は、燃料油重力タンクの油面計に燃料油移送ポンプ自動発停用の油

面検出器が取り付けられており、油面計の元弁は常時開放されていた。 

本船は、約３年前に燃料油重力タンクの油面計が折損して燃料油が漏え
．

い
．
したことがあった。 

本船は、主機を停止したのちも機関室後方に設置された機関室送風機の

運転を続けていた。 

本船は、燃料油としてＡ重油を使用していた。 

油面計は、量販店で購入したものを使用していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、気仙沼港東南東方沖を航行中、機関室

内の燃料油重力タンクの油面計が折損し、燃料油

が漏えい
．．

したことから、排気系の高温部で熱せら

れて発生していた可燃性ガスが発火して火災が発

生した可能性があると考えられる。  

本船は、約３年前に燃料油重力タンクの油面計

が折損して燃料油が漏えい
．．

したことがあったこと

から、同タンクの油面計が折損した可能性がある

と考えられる。 

本船は、本事故発生前、機関室に供給された空

気は運転中の主機が消費しており、漏えい
．．

した燃

料油から可燃性ガスが発生していたものと考えら

れる。 

可燃性ガスは、主機が停止されたのちも機関室

送風機の運転を続けていたことから、機関室に取

り込まれた外気と混合して発火した可能性がある

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、気仙沼港東南東方沖を航行中、機関室内の燃料油重

力タンクの油面計が折損し、燃料油が漏えい
．．

したため、排気系の高温部に

熱せられて生じた可燃性ガスが発火したことにより発生した可能性がある

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・機関室で火災が発生したとき又は火災の兆候を認めたときは、通風機

を停止し、出入口戸などを閉鎖して空気の供給を遮断すること。 

・燃料油重力タンクの油面計は定期的に点検して交換すること。 

・燃料油重力タンクの油面計は耐炎性及び耐油性のあるものを使用する

こと。 

 




